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抄録
目的：日本の社会的養護体制の現状と抱えている課題について，諸外国の社会的養護の状況と比較しながら明らかにし，政
府が示している新たな体制を構築する際に必要とされるデータ，これを入手するための研究の在り方について論述すること
を目的とした．
方法：データベースは，厚生労働省雇用均等児童家庭局家庭福祉課が示したものを用い，諸外国のデータについては，比較
可能な社会的養護に関する公開統計資料や文献を検討した．
結果及び考察：日本の社会的養護の主流となる施設養護児童の約 6 割が被虐待経験を持ち，深刻で多様な障害を負っている．
これを治療しながら，ケアするための体制整備に必要な研究は不足していた．このため，これに関連する海外の研究事例や
臨床知見を参考にして，まずは施設や里親が提供しているケア内容及びその量と，これらを提供された児童の予後に関する
データを分析し，数量化されたデータとして示す実証的な研究が早急に必要である．
結論：本研究における知見は，限定的ではあるが，新たな社会的養護体制の構築を検討する上で留意すべき研究上の課題を
まとめたという点で価値があるものと考える．
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Abstract
Objectives: The purpose of this study is to debate the current research and the ways to obtain data to design the new child 
protection system of Japan by comparing its situation to other countries. 
Method: The Ministry of Labour, Health and Welfare, Family Welfare Division of the Equal Employment, Children and 
Family Bureau provided the database concerning the Japanese child Protection system. Meanwhile, national official 
statistics were examined and literature reviews were conducted to provide data about the Child Protection system in other 
countries, which would allow some sort of comparison with the Japanese data.
Results: Sixty percent of children in residential care, which is mainstream in Japan, have experienced maltreatment and 
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showed serious and multiple disorders. Evidence-based research that could be translated into a care system able to meet the 
needs of these children is currently lacking. Drawing on studies from other countries, there is an urgent need to resolve this 
issue by obtaining evidence and collecting data about the current care provision system and the cost of both foster family 
care and residential care. 
Conclusion: The findings in this paper certainly have some limitations but also have the virtue of revealing issues that 
need to be addressed before reforming the system of child protection.

Keywords: child protection, maltreatment, international comparisons, foster family system
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Ⅰ．研究の背景と目的

日本の社会的養護体制は，戦後の孤児対策以来，時々の
社会的状況を反映して構築されてきた．ただし，この「社
会的養護」という用語が新しく公的な資料に登場したのは，
2003 年からであり，未だ明確な定義はなく，根拠法もな
い状況にある．社会保障審議会児童部会「社会的養護のあ
り方の専門委員会」の報告書によれば，この社会的養護の
範囲は明確ではないが，「社会的養護とは，虐待をはじめ
とする様々な理由により家庭において適切な養育を受ける
ことのできない子どもについては，社会的に子どもを養育
し保護するものであり，これらは公的責任の下で行われる
べきもの」と定義されている [1]．

日本における社会的養護体制は，戦災孤児や引揚げ孤児
等，家や家族を失った子供という貧困や両親の死亡等を原
因とし家庭の代替機能が求められた時代の体制から，実父，
実母からの虐待・ネグレクト・養育拒否などのために入所
する児童が 6 割以上となり，保護だけでなく虐待を受けた
児童の治療的ケアが必要となっており，これに対応する体
制への変化が求められている．

本稿では，このような背景の下で日本の社会的養護体制
が抱えている課題について，政府が示した社会的養護体制
の改革案を踏まえ海外の状況を参考としながら，社会的養
護施設のケア体制の今後の在り方と，この体制を構築する
際に必要とされる研究について述べることを目的とした．

Ⅱ．日本の社会的養護体制の現状

1．日本における社会的養護関係機関とその体制
社会的養護に関する関係機関としては，児童相談所，市

町村，警察，施設，里親，自立援助ホーム，民間団体，学
校，要保護児童対策協議会等の地域ネットワークがあげら
れ，社会的養護を「国や地方公共団体などが社会福祉制度
の基礎に実施する養護・養育・保護を指す」と位置付けた
上で，一般家庭において実親子関係を中心に行われる私的
な養護・養育と対照的なものであるとしている．

しかし，里親養育を中心とする家庭的養護と施設養護に
よる「狭義の社会的養護体系」と保育所・学童保育，学校・
社会教育施設，各種の公的相談機関も含む「広義の社会的
養護体系」があると定義する説もある [2] ことから，本稿

では，一般に用いられている狭義の社会的養護体系の定義
に含まれる施設養護を対象として論じることとする．すな
わち，乳児院，児童養護施設，情緒障害児短期治療施設，
母子生活支援施設，児童自立支援施設と 5 種類の入所施設
についてであり，これら施設の数，入所者数は表 1 の通り
である [3]．

この他に社会的養護としては，家庭での養護体系として
の里親制度がある．これについては，保護者のない児童ま
たは保護者に監護させることが不適当であると認められる
児童の養育を都道府県が里親に委託する制度を示しており，
現在の登録里親数は 7,180 名で，このうち実際に委託がな
されている里親数は 2,837 名，児童数は 3,836 名である [4]．

このように，社会的養護を受けている児童のうちで里親
による養護を受けている者は，わずかに 9％であり，小規
模ケアも極めて少ないという実態は，国際的にはかなり稀
少な例であり，わが国の特徴といえる．

2．社会的養護関連施設への入所理由の変遷
日本で社会的養護施設へ措置される際に用いられてき

た根拠法は，児童福祉法第 41 条にあり，そこには「保護
者のない児童，虐待されている児童その他環境上養護を要
する児童を入所させて，これを養護し，あわせて退所した

表1　日本の社会的養護（施設養護）の現状[3]

対象児童等 施設数
定員�
（人数，�
世帯数）

現員�
（人数，�
世帯数）

職員総数

乳児院 乳児（特に必要のある場
合には、幼児を含む）

121 3,710 3,124 3,861

児童養護
施設

保護者のない児童・虐待
されている児童・その他
環境上養護を要する児童�

569 33,994 30,695 14,892

情緒障害
児短期治
療施設

軽度の情緒障害を有す
る児童

32 1,541 1,180 831

児童自立
支援施設

不良行為をなし、又はな
すおそれのある児童及び
家庭環境その他の環境上
の理由により生活指導等
を要する児童

58 4,005 1,808 1,825

母子生活
支援施設

配偶者のない女子又は
これに準ずる事情にあ
る女子及びその者の監
護すべき児童

278 5,543世帯 3,889世帯
（児童6135人）

1,995

自立援助
ホーム

義務教育を終了した児童
であって、児童養護施設
等を退所した児童等

54 367 230 191
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の虐待相談対応件数や一時保護を必要とする児童数は増加
の一途を辿っている．児童相談所に持ち込まれる相談件数
も 5,352 件（1997 年）から，2008 年は 43,291 件と 8 倍以
上になり，また，検挙に至らないまでも虐待と認定される
件数は約 3.3 倍 [5] の増加を示しているように家庭内にお
ける児童虐待の顕在化のみならず，被虐待事象そのものが
増えていると推察される．

そのような中，2008 年 1 月に厚生労働省雇用児童均等
家庭局家庭福祉課によって初めて被虐待経験に関する項目
を含んだ調査 [6] が実施された．さらに，2009 年に実施さ
れた直近の社会的養護施設の調査 [7] からは，児童養護施
設 25,047 名のうち，59.2％の児童に被虐待経験あることが
明らかになった．

この被虐待経験の被虐待の種類として多かったのは，ネ
グレクトが 69.8％，続いて身体虐待が 39.0% であった．さ
らに，ネグレクト，身体的虐待，心理的虐待，性的虐待，
その他の虐待の被虐待経験の組み合わせのパターンを明ら
かにしたところ，児童養護施設（N=14,835）の児童が受
けた虐待で最も高い割合を示したのは，「ネグレクトのみ」
で 45.2％であったが，児童養護施設では，この他に「身体
的虐待とネグレクト」が 6.0％，「身体的虐待とネグレクト
と心理的虐待」が 3.8％，「ネグレクトと心理的虐待」が 3.1％
と複数の虐待を受けていた児童が 2 割程度も存在すること
が示された [8]．

一般に，複数の虐待を受けた児童は，多くの精神行動
障害を発現するリスクが高くなるため，それに対する治療
的介入を行う必要があるが，実際，これら児童に対して提
供される治療的介入はわずかであり，なおかつエビデンス
ベースドな知見に基づいている実践は少ないことが指摘さ
れている [9]．

これらの児童が社会的養護施設に多く入所している実
態は，今後の社会的養護施設の在り方を検討する際に，こ
うした被虐待経験を有する児童への対応において，どのよ
うな治療的なケアを提供するかが課題となっていることを
示している．

Ⅲ．日本が目指す社会的養護体制の在り方とは

1．社会的養護体制の再編の検討
2007 年 2 月に厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福

祉課は，「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する
構想検討会」を設置した．この検討会の目的は，今後，目
指すべき社会的養護体制のあり方とそれを実現するための
具体的方策の検討であった．同年 6 月には，「児童虐待の
防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法
律」（平成 19 年法律第 73 号）の附則において「政府は，
児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し，里親及び児童
養護施設等の量的拡充に係る方策，児童養護施設等におけ
る虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係
る方策，児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び
自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項を検

者に対する相談その他の自立のための援助を行うための施
設」とある．1960 年代から 5 年毎に実施されてきた国勢
調査によって，この施設への入所理由が示されているが，
このデータを分析すると，時代によって措置の理由が変化
していることがわかる．

入所理由を「父母の健康問題」「父母の行方不明」「離別・
不和」「経済的問題」「虐待」と類型化注 2）すると，1998
年には，「行方不明」や「離別・不和」が 23.6％と最も高
く，次いで「父母の健康問題」20.2%，「経済的問題」が
19.7％と増加し，虐待は，15.2％であった．この年の養護
施設児で「父母の死亡」が理由の入所は，わずかに 3.5％
であり，身寄りがない子どもの入所例は極めて少なかった
ことがわかる．最も新しい 2008 年データでは，「虐待」が
33.8％と最も多く，「父母の健康問題」18.9％，「経済的問題」
15.5％，「父母の行方不明」7.0% と続いていた．また施設
別に虐待の割合をみると最も高いのは情緒障害児短期治療
施設で 47.9％，児童自立支援施設で 45.7%，児童養護施設
で 33.1％，乳児院で 27.3％と施設ごとに入所理由の傾向は
異なっていたが，全般的には，現行の社会的養護の対象と
なる児童らは，実親がいないという理由は少なく，家庭の
不和，虐待といった理由によって社会的養護を受けている．

3．��児童養護施設における被虐待経験を持った児童の増加
とその対応策

被虐待児童の増加とこれへの対応は，数年前から社会全
体で取り組まねばならない早急に解決すべき重要な課題と意
識されている．このため，新たに児童福祉法で位置付けら
れた乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業の更なる普
及・促進を図ることや子どもを守る地域ネットワークの機能
強化などの施策によって虐待防止対策が積極的に推進され
ている．

さらに被虐待等の理由によって社会的養護を必要とす
る児童の増加や，この他，多様化する児童のニーズ等に適
切に対応するため，前述の児童福祉法の改正に伴って，里
親制度の見直しによる里親委託の更なる促進及び小規模住
居型児童養育事業（ファミリーホーム）の創設による家庭
的養護の拡充や措置された子どもの権利擁護の強化等，社
会的養護体制の拡充のための方策が実施されている．

ところが，これだけの対応がなされていても児童相談所

表2　施設別社会養護施設への入所の主な理由（2008年）注2）

合計 児童養護
施設 乳児院

情緒障害
児短期治
療施設

児童自立
支援施設

父母の健康問題 18.9 18.9 24.2 17.2 11.5

父母の行方不明 7.0 6.9 4.3 1.5 2.2

離別・不和 5.8 4.9 11.7 6.4 12.7

経済的問題 15.5 17.3 13.1 4.9 5.8

虐待 33.8 33.1 27.3 47.9 45.7

その他 18.8 18.9 19.5 22.1 22.2
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討し，必要な措置を講ずるものとする」と定められた．
前述の検討会では，「社会的養護体制の充実を図るため

の方策について」と題した報告書を公開している．この報
告書には，日本の家族政策関連支出の予算規模は，GDP
比 0.75％（2003 年）であり，イギリス，ドイツ，フランス，
スウェーデン等では概ね GDP 比の 2 ～ 3％が投入されて
いることと比して低いデータを示したうえで，未来を担う
子どもたちの健やかな育成を支援する次世代育成という観
点からより多くの社会的資源を投入すべきとし，社会的養
護体制の拡充の必要性が指摘されている [10]．

また，この報告書では社会的養護体制の強化の方向性
を示しており，このうち注目すべき点は，「里親委託の
推進による家庭的養護の拡充」と「子どもの状態に応じ
た専門的ケアの充実等施設機能の見直し」という内容で
あろう．これらの方策は，社会的養護体制の充実のため
には施設の養護においては，専門的ケアの充実が望まれ
ており，そのための人材確保と質の向上が重要と提言に
記されている [10]．また，前述の「里親委託の推進」は，
家庭的養護の拡充が求められることを示した内容である
が，現行の日本の社会的養護は施設養護が中心で，しか
もケア単位が大きいこと等から，個別的なケアが不十分
であるといった問題点が指摘され続けてきた．このこと
は，多くの社会的養護の関係者らが基本的には，里親に
よる家庭的な養護が児童にとっては最良と考えているこ
とを推察させるが，近年，里親普及のための施策は，以
下に述べるように多様な施策が展開されているが，里親
数はほとんど増えていない．

政府は，里親機関支援事業として，里親制度普及促進事
業による里親の普及促進のための広報や研修事業の実施，
里親委託推進・支援等事業による里親委託の支援，委託
後のモニタリングのための訪問支援，里親間の相互交流な
どをすすめている [11,12]．しかも政府としては，これらの
施策等によって今後，現在の 9％程度の里親委託を全体の
16％としたいとの数値目標を平成 22 年 1 月 29 日に閣議決
定し，「子ども・子育てビジョン」において明示している [13]．

しかし，前述したように，里親制度の推進を図りたいと
いう専門家や政府の意向は強いにも関わらず，里親制度の
認知度は低く，ここ数十年，新規の委託可能な登録里親は
増加していない [14]．

政府は，このように里親委託を増加させ，施設養護だけ
でなく，家庭的養護という体制を児童の状態によって選択
ができるような国としての社会的養護体制を整備したいと
いう強い意向を示しているわけだが，この根拠となる里親
によるケアのメリットについては，アタッチメント観点か
らの質的な検討 [15] があるものの，施設養護とのケア量や
その内容の比較といった実証的な研究は，先行研究におい
て示されてきたように [16]，ほとんどない状況にある．

2．��アメリカ合衆国における家庭的養護（里親制度）の現状
と課題

一方，里親委託による家庭的養護を主とし，社会的養護

対象となる児童の 9 割が里親による養護となっているアメ
リカ合衆国では，長期的に里親制度を利用する 20 ～ 50％
の子どもたちに何らかの問題が起こっていることを示す研
究のエビデンスが示されている [17]．

合衆国における児童に里親制度を適用するかどうかの
基準はあまり定かではないが，一般的には，当該児童に肉
親による虐待歴がある，他人による虐待からの保護の怠慢，
親が麻薬中毒者である，親の心理的または精神的疾患，ホー
ムレス，子どもの行動に問題がある，親子の信頼関係の質
が育児放棄などによって乏しいという状況になっている児
童らが里親委託の対象となっている．

合衆国の里親制度支持者は，施設ケアを受けている児童
の 70 ～ 80％は，元の家庭で虐待を受けていることや，多
くの場合，里親制度によって，虐待進行を阻止することに
成功していることを指摘している [18-21]．また，里親制度
により，予想される親の身体的虐待の慣習，（再統合）に
よるネグレクトは緩和され，現在，里親制度を適用してい
る児童の 60％が数年のうちに以前の親や家族と再統合し
ていた [22] という研究結果も示されている．

しかし，里親制度に関する様々な調査結果を示す研究論
文を渉猟すると合衆国の里親制度の下で，被養護児童はすべ
ての面において典型的な発達から外れ，異常な高率で（30～	
80%），心理的・行動的な問題，特別な支援などの重大な
危険にさらされている [18,23-26] といったエビデンスも示
されている．

これらの結果は，合衆国において里親委託が児童にとっ
て最善とはいえないことを示している．合衆国もまた，日
本と同様に施設養護が 1 割しかなく，これを利用したほう
が良い児童がいたとしても選択肢がないという状況にある．

だがアメリカ合衆国では，里親制度の効果については，
異なった方法論，サンプルサイズ，アプローチによる多く
の研究がなされており，その長所と短所についてのエビデ
ンスが公開されている．このことは児童にとっても政策担
当者にとっても極めて重要なことであり，日本と最も大き
な違いといえる．

日本には，里親制度，施設養護のいずれにおいても児童
の経年的な変化を検討した研究はほとんどない．これは，
日本で社会的養護に関する政策を検討する際の基礎資料に
児童の予後という実証的データの積み上げが著しく不足し
ていることを示しており，現状の政策提言のほとんどが，
臨床知見によってなされていることを意味している．これ
はいわば，実証的データが蓄積されず，印象によって決定
される政策ともいえ，そのような政策は，その時代の政治
体制に影響を受けることが多く，長期的な展望にたった施
策ができないという問題が起こる確率が高くなる．

3．臨床現場が求めるケア提供体制
社会的養護関連施設の臨床現場で 2009 年に実施した職

員のヒアリング調査から明らかにされたことは，最も必要
な施策は職員の増員であるということであった．これは児
童養護施設の職員配置は，1976 年以降，児童 6 名に職員 1
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Ⅳ．��今後の社会的養護のあり方を検討するために
必要な研究とエビデンス

1．被虐待児のケアに関する研究
児童養護施設入所児童の約 6 割が被虐待児であり，こう

いった被虐待経験を持った児童の入所が年々増加している
現状に対して，国は被虐待児を受入れた施設には，「被虐
待児受入加算」や，その他専門職員の加配に対する加算を
実施してきた．

しかし，関係団体では，「施設に入所する被虐待児等に
きめ細かな支援を行うための心理療法担当職員等の確保の
経費としての加算があるが，被虐待児等のかかえる問題は
重篤化してきており，短時間で解消できるケースは極めて
少ないことから，通年加算に拡大をはかられたい．」とし，
さらなる加算の充実を求めている [40]．

このような社会的養護入所児童に対する心理的介入等
の治療的ケアについて言及した研究は近年，増加してい
るが，その多くが方法論 [41-45] や事例報告であり [46,47]，
具体的な効果判定についての知見はわずかである．海外で
は，このような治療的介入は，その成果の報告のほうが多
く，例えば，児童の被虐待経験が多様であるため，虐待経
験の有無だけでは，スクリーニングおよび治療介入計画の
立案は困難である [48] といったエビデンスが示され，提供
したケアとそのアウトカムの関連ついても，多様な治療的
ケアの方法が提案されており [19]，わが国の研究状況とは
大きく異なっている．

とりわけ，合衆国では施設や里親からの社会的養護サー
ビスと児童の被虐待経験等との関連性を実証的に捉えるた
めの研究として，児童の予後が長期にわたって追跡され，
ケアの影響を検討しようとする研究が多いことは，大きな
違いである．日本では，児童の予後についての実証的デー

名の配置基準が示されて以来，現在も変わっていないとい
う現状もあるが，職員数の増加を要望する理由としては，
前述のように社会的養護施設入所児童のうち，被虐待経験
を持った児童（以下，被虐待児）が，大幅に増加し，これ
らの児童に対する治療的なケアが必要であることが理由と
してあげられていた．

しかし，施設長を含む現場職員のヒアリング調査から
は，治療的ケアは必要と言いながら，これを担う専門職能
を持った職員の増員ではなく，それ以外の日常的な生活の
援助を行う一般職員の増員が強く求められていた [27]．こ
れは，現在の施設では，専門職による週何回かの定期的な
治療的ケアではなく，児童と生活を共にする日常的なケア
を提供できる職員を増員してほしいと考えられていること
を意味している．

このような結果が示された理由は，被虐待児童の治癒
に，どのようなケアがどのくらいの効果を示すのかという
実証的なデータが極端に不足しているためではないかとも
推察される．

この他にも治療的ケアを行う職員よりも日常生活のケ
アを行う職員の増員が必要な理由として，施設のケア単位
の小規模化をすすめるために必要だという意見もあった．
これは，従来の大舎制から，小規模ユニット化という体制
への変更しようとする施設が増えており，このためには日
常生活を支える職員が必須であることを反映しているもの
であろう．

こういった小規模ユニット方式は，フォーマルケアの枠
組みで家族が提供するような愛情に基づいたケアという個
別性の高いケアを提供するには，少人数をケアする方法が
望ましいという知見によるものである．

すでに，ユニット化 [28] や小規模方式に関する実態調査
[29] や事例報告 [30-32] や，施設形態ごとの入所児童の特性
[33] や小規模化された生活空間の特徴 [34] やその他の現状
や方向性に関する論考	[35-39] など，多くの報告もなされ
ている．ただし，これらの多様なケア提供体制別の個別の
児童の治癒率への影響や児童の予後への効果に関する数量
化されたデータを示した研究は少ないようで，今後はこの
ような研究がすすめられなければならないだろう．

表 3　社会的養護体制の日米英の 3カ国比較注3）

N ％
イギリス
合計 64,400 100.0�

里親 47,200 73.3�

里親のための一時入所施設 2,300 3.6�
両親と入所する施設 4,200 6.5�
コミュニティにおけるその他の施設 2,300 3.6�

保護施設、児童ホーム 6,200 9.6�

その他の施設 970 1.5�

居住施設付き学校 1,000 1.6�

その他の場所 120 0.2�

所在不明 110 0.2�

N ％
アメリカ
合計 420,698 100.0

里親（血縁関係あり） 101,688 24.2�

里親（血縁関係なし） 200,179 47.6�

里親のための準備施設 17,280 4.1�

グループホーム 25,302 6.0�

施設 40,502 9.6�

監視下にある自立生活 4,690 1.1�

試行的な家庭生活 23,010 5.5�

所在不明 8,047 1.9�

日本
合計 46,020 100.0�

里親 3,870 8.4�

乳児院 3,124 6.8�

児童養護施設 30,695 66.7�

情緒障害児短期治療施設 1,180 2.6�

児童自立支援施設� 1,808 3.9�

母子生活支援施設 4,976 10.8�

自立援助ホーム� 367 0.8�
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タを基礎とした研究は乏しく，このためもあって，どのよ
うな研究データが必要かという認識は希薄である [49]．

これらの結果から，社会的養護領域に必要な研究とは，
当該児童の被虐待経験が要因と考えられる特定の問題に対
して，どのような（治療的）ケアが，どのくらいの期間に
わたって提供されるべきかを標準化するための研究と考え
る．このためには全国の施設で，これらの被虐待児童に対
して，どのようなケアを，どのくらい投下し，この結果，
児童には，どのような行動変容が見られたかというデータ
を蓄積し，これを児童の特性別に整理していかねばならな
い．これを積み重ねることでしか，わが国のケアの標準化
は達成できないものと考える．

また，臨床現場のヒアリング調査結果からは，現場で求
められている職員は，被虐待児童に対する治療的ケアを提
供するような職員ではなく，日常生活のケアを提供する職
員が求められていた．だが，現在，本当に必要なのは，日
常生活のケアを提供する職員なのかは，臨床知見だけでは
確定できない．

これを証明するためには，提供された効果的なケアは，
どのような技能を持った職員が行っていたのか，あるいは
入所児童の特徴に応じたケアを提供するための人員配置に
ついての科学的な根拠を示していくことが必要であろう．

すでに，児童の持つ情緒・行動上の問題の有無に着目し，
これらの問題の種類とその発生率に着目した児童のケアの
必要度を評価するための「要ケア度」の開発がなされてお
り [50]，この他にも CBCL という評価尺度 [33,51-54] によっ
ても，状態像把握の試みがなされている．

これらを利用することで児童の持つ問題の種類やその
多寡によって当該施設では，一定量のケアが必要とされる
ことを実証できる資料は示すことができる．また，とりわ
け「要ケア度」の得点の経年的変化からは，確かに被虐待
児童のほうが入所時の状態が悪く，その予後も悪いという
エビデンスが示され，一方で被虐待経験を持っていない児
童は，要ケア度得点は経年的に低下していくこと等も最近，
初めて明らかにされている [8]．

今後は，こうした多様な評価指標を利用することで，臨
床知見の根拠付けがなされていくことが求められる．

2．社会的養護関連施設への入所条件の見直しに必要な研究
日本の社会的施設に入所する児童の入所期間は，米国な

どの諸外国と比較すると米国が26.7か月に対して，日本は，
60.7 か月であった（表 4）．また児童が養護を受ける期間
も 5 年以上の割合は，米国が 11.3％であるのに対して，日
本では 49.0％と示され，入所児童の概ね半数の 49.0％が 5
年以上となっており，養護期間が長いことは大きな特徴で
ある．

このことは，日本は幼児の時から社会的養護を受けてい
る児童の割合が高いことを示しており，年齢別に入所施設
が体系化されている場合には，児童が施設を変更していか
なければならないことを意味している．

これまでの知見によれば，乳児院に入所している乳幼児

は，いずれかの職員との愛着関係を築いており，明らかな
愛着障害を持つ児童は少ないと報告されてきた [55] が，乳
幼児期に必要とされるケアが提供されない場合には，愛着
形成に問題が生じ，結果として，今後の情緒・行動上の問
題の発現に影響を与える可能性 [56] が高いとされてきた．
海外でも社会的養護体制における愛着形成の課題は指摘さ
れており [57]，児童にとって居住場所が変更され，一旦，
築いた愛着関係がなくなることによる影響は，児童に大き
な悪影響を与えるものとして懸念されてきた課題であった．

このため，平成 10（1997 年）度改正児童福祉法施行に
より，乳児院，児童養護施設，情緒障害児短期治療施設で
は年齢要件が撤廃された [58]．これにより，2009 年の全国
調査結果からは，乳児院の入院乳幼児の平均年齢は 0.6 歳
であったが，最大で 6 歳になる児童が入所しており，年齢
制限の撤廃によって乳幼児でない，年長児がケアを受けて
いることが示されていた [7]．

このように年齢制限の撤廃によって，現在では，3 歳未
満を想定して設置された乳児院に年齢の高い児童が入所で
きるようになり，愛着形成についての問題は解消しつつあ
ると推察する．

しかし，この社会的養護体制の改変の際に，実施すべき
だったのは，現行の乳児院の体制で年齢が高い幼児に対す
るケアが可能であるかという実証研究であった．すなわち，
年齢が高い児童に対しても，必要とされるケア量が提供で
きるかを吟味するための研究が必要だったと考える．

なぜなら，最近，乳児院においては，本来手厚いケアが
必要である乳幼児に対して，適切なケアが提供できない状
況となっている可能性が示されているからである [59]．

現在，行われているような年長児が乳児院を継続的に利
用するにあたっては，当然のことながら，当該施設内の職
員が提供できるケア内容やケア量が入所乳幼児と年長児と
に必要されるケア内容及び量と合致していることが前提と
なる．しかし，これまでに，こうした乳児院のケア量の研

表 4　施設養護入所児童の平均入所期間の日米比較注4）

アメリカ 日本

平均 標準偏差 平均 標準偏差

平均入所期間（月） 26.7 15.4 60.7� 44.3�

N ％ N ％

合　計 423,763 100.0 30,384 100.0

1か月以内 21,375 5.0 0 0

1ー5か月 82,514 19.5 8 0.03

6ー11か月 74,731 17.6 89 0.3

12ー17か月 56,977 13.4 3,989 13.1

18ー23か月 38,533 9.1 2,645 8.7

24ー29か月 30,164 7.1 3,214 10.6

30ー35か月 22,259 5.3 2,003 6.6

3ー4年 49,122 11.6 3,559 11.7

5年以上 48,088 11.3 14,877 49.0
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究はあまり行われておらず，必要とされるケア量を基本に
するという考え方は，十分に理解されてこなかった．この
ため，乳児院にいた児童の愛着関係を壊すことなく，ケア
を継続するということが優先された結果，これによって，
適切なケア量が提供されなくなった乳幼児や児童が発生す
るという別の問題が発生している可能性が示されている．
このようなことが起きないようにするための研究が，この
施策を実行する前に必要であったといえるし，今からでも
遅いわけではない．このような研究は，この体制を継続し
ていく前提としては，必須の研究と考えられる．

3.� �地域の新たな社会的養護体制における実証的研究の必
要性
社会的養護は，今後の方向性として，前にも述べたよう

に個別的ケアが提供しやすく，愛着関係を作りやすい施設
のケア単位の小規模化，ユニット化が求められている [60]
が，家庭的な環境で養育することを可能とする新たな形態
として，地域での小規模グループ形態の住居で一定人数の
子どもを養育するという居住形態がとくに期待されている
ようである．

この形態は，少人数に対するケアであること，地域にお
いて提供され，住居そのものが家庭的な雰囲気を持ってい
ることなどが特徴であり，「里親ファミリーホーム」方式と
呼ばれている．この方式は，里親だけでは，養育や家事等
の労力は不十分との指摘もされているが，多人数を委託さ
れる里親は，委託された子ども同士の相互作用を活かしつ
つ養育できることから，里親との 1 対 1 の関係を作ること
が困難である子どもでも家庭的養護の雰囲気を感じるとの
利点があり，実効性があるケア形態と考えられている [61]．

こういったケアの提供体制は，高齢者ケアの領域では，
すでに標準化されたケア方式となっており [62,63]，地域の
グループホーム等で実践され，認知症高齢者においては，
BPSD の軽減といった一定のエビデンスが示されている
[64,65]．

しかし，この実現にあたっても，例えば，このファミリー
ホームの人数を何人にすべきか，あるいは，被虐待経験に
よる障害が重篤な状態の児童の場合には，人数は，かなり
少ないほうが良いというような実証研究を踏まえた結果が
示され，どのような状態の児童にとって効果的であるかと
いった基礎的な研究によるエビデンスが公開されてから，
実施していくべきであろう．

また，同時にケアを提供する職員あるいは，里親側の労
働条件や労務環境についての検討をするための研究結果も
収集されなければならない．当該職員や里親にとって愛着
関係をつくりやすい児童の最適な人数の職員を確保するた
めの財源や里親の負担を軽減するための職員の支援体制，
最適な職員のローテーション等，ケアを提供するための人
事管理に関する詳細な研究は必須である．

これまでにも対人ケア領域においては，こうしたケアの
負担感に関する検討は，多く実施されている [66] が，社会
的養護領域における入所施設の小規模化やユニット化に伴

う職員の負担感 [67] や労働環境に関する検討 [68-70] はそ
れほど多くはなく，他分野と比較すると乏しい状況にある．
このように，ケアを提供する側の職員にとって，ケア提供
が円滑にできるシステムを検証するための研究が乏しい現
状は是正されなければならない．

Ⅴ．おわりに

日本では，医療，介護，看護分野などの対人サービスを
提供している分野において社会保険制度による運営方法が
導入されつつある．この方法はサービスを提供される側の
受益者の評価が加えられ，提供すべきサービスの質・量と
報酬の適正化を図るための仕組みが導入されている．

また，これらの仕組みにおいては，成果と報酬が見合う
ことが重要とされ，例えば，介護保険制度においては，要
介護度等に応じた介護報酬が決定され，医療保険制度では，
入院基本料の届出に際して患者の看護必要度の評価が義務
付けられ，これらの患者に相応しい看護が提供されている
かの評価が求められる．

社会的養護分野において，必ずしもこれら保険制度に
おけるサービスと同様に提供者となる児童の評価を必須と
することや児童の改善等という成果に応じた費用の償還と
いった方法を採らなければならないとする必然性はない．

しかし，社会保障財政が逼迫している状況下において，
社会的養護においても同様に個々の児童にとって，より効
果的なケア体制を構築するという目標が設定され，これに
見合ったケアが提供され，その成果が示されるとするなら
ば，この成果に相応しい財源を確保するというエビデンス
に基づいた体制となることは当然，求められるものである．

したがって，社会的養護施設関係者らが職員の増員等を
要求するためには，例えば，これまで行われてきたような
児童養護施設で虐待等を入所理由とする児童が増えている
という事実だけでは，増員の理由としては不十分であるこ
とは理解すべきであろう．

今後は，すでに日本の医療や介護保険制度でも始められ
てきたように，根拠に基づいた実践を社会的養護や子育て
支援の分野においても推進し，個々の児童の状態に応じた
ケアの質・量を定めたケア標準に関する研究とこれに伴う
ケア提供職員の確保のための研究が必須であり，これらか
ら得られたエビデンスに基づく保護単価の設定といった政
策への転換も求められていくものと予想される．

その際に必要な研究は，これら児童が抱える課題に対し
て，どのような種類のケアを提供すれば，あるいは，適切
であることを明示したうえで，この児童にとって適切なケ
アをどのくらいの期間，提供すれば改善するのかといった
成果を示すことができるデータである．今後は，これを示
す根拠とされた研究方法についても厳しく吟味されるよう
になることを十分に認識しておくべきものと考えられる．

注 1）		なお，「社会的養護」という語の英訳にあたっては，
国際的には，foster	care という用語が一般的には
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用いられており，例えば，日本で言う里親を中心と
する家庭養護，施設養護も含む，いわゆる児童の養
護全般を示す用語として頻用されている．また，児
童に対する自宅以外のケアについて説明する out	of	
home	care という語も，国外の研究には頻出するが，
これらの児童養護の形態のほとんどが家庭でのケア
が前提とされている．しかし，日本では，主たる児
童養護の形態が家庭養護を前提とする国外の現状と
大きく異なり，9割以上が施設での養護となっている．
そのため，本稿では，child	protection という訳語を
用い，より広い概念を想起する用語を用いることと
した．

注 2）		データの出所は，厚生（労働）省児童家庭局「養護
施設入所児童等実態調査の概要」各年版，2008 年に
ついては，厚生労働省雇用均等・児童家庭局「児童
養護施設入所児童等調査結果の概要」を用いた．
ここでの類型の定義としては，「父（母）の健康問題」
は，「親の死亡」，「父（母）の長期入院」，「父（母）
の精神疾患等」．「父（母）の行方不明」は，「父（母）
の行方不明」のみ．「離別・不和」は，「父母の離別」「両
親等の不和」．「経済的問題」は，「父母ともに就労」「季
節的就労」「破産等の経済的理由」．「虐待」は，「棄児」

「虐待・酷使」「放任・怠惰」「養育拒否」．「その他」は，
「父（母）の長期拘禁」「児童の問題による監護困難」「そ
の他」．

注 3）		日本のデータは，厚生労働省「第 11 回	社会保障審
議会社会的養護専門委員会」資料 5「社会的養護の
現状について」P1 を用いた．アメリカのデータは，
Adoption	and	Foster	Care	Analysis	and	Reporting	
System	 (AFCARS)	FY	2009	data	 (October	1,	2008	
through	September	30,	2009).イギリスのデータは，the	
Department	for	Education．Children	Looked	After	by	
Local	Authorities	in	England	(including	adoption	and	
care	leavers)	-	year	ending	31	March	2010

注 4）		アメリカのデータは，「Adoption	and	Foster	Care	
Analysis	and	Reporting	System	(AFCARS)	FY	2009	
data,	2009．日本のデータは，厚生労働科学研究費補
助金（子ども家庭総合研究事業）「要保護児童におけ
る被虐待による問題や障害等の類型化された状態像
とケアの必要量の相互関連に関する研究（研究代表
者：筒井孝子）」で収集したデータを用いて，新たに
分析を行った．
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